
高島市における誰一人取り残さない
防災の実現のための取組について
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高島市のこれまでの個別避難計画作成の取組について
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障害分野において構成機関会議を設置し、在宅で重度の障害のある方等を対象に、関係機関共有方式にて対象
者をリストアップし、優先順位チェックシート等を活用され計画作成に取り組んできたところ。
→全国的に見ても先進的な取り組み
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令和３年３月12日（金）京都新聞 朝刊
(内容の要約)
・東日本大震災で亡くなった方の半数以上が高齢者。障害者の死亡率も高かった。
・平成３０年西日本豪雨、令和元年台風第１９号でも被害者は高齢者がほとんどだった。
・この結果を踏まえ、令和２年度、国では中央防災会議によるワーキンググループ会議を設置され、対応策を検討された。
・方策として、避難行動要支援者名簿掲載者の「個別避難計画」作成が有効と提言された。
・個別避難計画の作成を市町村の努力義務化とする災害対策基本法が改正→４月28日成立、5月10日公布、５月20日施行。
・高齢者や障害者に普段から関わっておられるケアマネ・相談支援専門員等の協力を得て、個別避難計画作成を進める方法を紹介。

最近の国の動向等について

令和３年３月６日（土）京都新聞 朝刊



高島市における今後の進め方について(全体像)
高島市は、滋賀県や国(内閣府等)のモデル事業と連携し、
この取組を推進します。
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高島市では以前から、障害分野における個別避難計画の作成に
取り組んできましたが、今後、取組を拡充し、高齢者や要介護の
方々の計画作成についても取り組みます。

今年度は、モデル的に事業を実施するため、計画の作成方法や実
際の避難行動の実効性に重点を置き、取り組みます。



高島市における今後の進め方について(理念)
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防災 保健・福祉×

連携による個別避難計画作成

(期待する役割)
・最新の防災・災害に
係る情報の共有
・各種災害のリスク分析
結果やハザード情報の
提供や助言
・自治会や自主防災組
織等地域とのつなぎ役

(期待する役割)
・最新の保健・福祉分野
に係る情報の共有
・要支援者に普段からお
付き合いのある福祉専
門職等(ケアマネ・相談
支援員等)の計画作成
への参画
→この取組の肝・災害のリスク分析の結果に基づき、最善の命を守る行動について検討できる

・当事者の方々と信頼関係を築き、心身の状況等を一番理解されている福祉
専門職の皆様との計画作成により、実効性のある計画づくりが期待できる
・通常のケアプラン作成の延⾧線で業務として計画を作成することを目指す

保健・福祉専門職と地域・関係者による個別避難計画づくりを進める



今年度の取組目的・内容・達成目標（成果）

・モデル事業の取組を通じた、標準的な計画作成方法の検討
・次年度以降の取組推進のための体制の検討
・保健・福祉専門職の方々の計画作成への意識向上
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達成目標（成果）
・障がい・難病・高齢者それぞれの分野における個別避難計画の作成を通
して、計画作成のための標準的マニュアルが完成する
・各分野の計画作成のための推進体制が確立される

取組目的
個別避難計画作成によって地域の防災力が高まり、誰一人取り
残さない防災の実現を目指す
取組内容



庁内連携会議

防災課

この取組の実現のため、庁内でしっかり連結し部局横断で取組
を進める必要があるため、庁内連携会議を設置します。

健康推進課
障がい福祉課 地域包括支援課

社会福祉課

・地域のハザード状況等
のリスク分析・共有
・最新の防災情報の共
有・説明
・自治会・自主防災組織
等地域とのパイプ役

・障がい者施策の共有
・要支援者の情報提供
・関係機関等との調整

・保健師の取組共有
・要配慮者の情報提供
・関係機関等との調整

・地域包括支援施策の共有
・要配慮者の情報提供
・関係機関等との調整

・庁内の取組方針決定・共有
・協議会の事務局
・滋賀県との情報共有
・関係団体等との調整

訪問看護ステーション
・訪問看護施策の共有
・要配慮者の情報提供
・関係機関等との調整

・介護施策の共有
・要支援者の情報提供
・関係機関等との調整

⾧寿介護課

・会議は部内課⾧会議に合わせて開催
・取組の進捗状況等を共有



防災と保健・福祉の連携による高島市個別避難計画作成推進協議会

実務者レベルでの２つのワーキンググループを設置し取組を推進

(協議会構成団体)
次ページ参照

障がい者・難病WG 高齢者WG

(協議会の取組事項)
・ハイリスク層対象者の決定・共有
・取組対象地区の候補リストの作成
・モデル取組後の市域全体への展開検討
・次年度以降の市としての推進体制の検討等

(設置の目的)
個別避難計画作成を推進するため、
高島市としての取組の協議・調整・検
証を行う場として設置。

(事務局)
高島市健康福祉部社会福祉課

(WGの取組)
・ハイリスク層の決定のための方法(様式や役割)検討
・個別避難計画対象者(ハイリスク層)の候補者検討
・当事者力・地域力アセスメントの方法検討・実施

相談支援専門員等を中心とする個別避難計画の
作成のための検討を行うために設置

介護支援専門員等を中心とする個別避難計画の
作成のための検討を行うために設置

・ケース会議開催による個別避難計画の作成
・避難訓練の実施・検証、必要に応じて計画修正

庁外の関係者とも連携し取組を推進するため、協議会を設置
します。



防災と保健・福祉の連携による高島市個別避難計画作成推進協議会構成団体

(市役所内関係所属)
社会福祉課(事務局) 防災課 障がい福祉課
訪問看護ステーション 健康推進課
地域包括支援課、⾧寿介護課

オブザーバー
滋賀県(防災危機管理局等)

高島市障がい者自立支援協議会

高島市社会福祉協議会 湖西介護支援専門員連絡協議会

高島市民生委員児童委員協議会連合会

・相談支援専門員による個別
支援計画作成

・要支援者と地域や支援者等と
のパイプ役・架け橋役
・研修会の開催
・CSW等による個別避難計画作成支援

・ケアマネによる個別避難計
画の作成

・要支援者と地域や支援者等
とのパイプ役・架け橋役

高島保健所
・難病患者の情報提供
・保健師による個別避難計画
作成支援

高島市介護サービス事業者協議会
・ケアマネによる個別避難計
画の作成支援

高島市
個別避難計画作成推進協議会



庁内連携会議の開催
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具体的には下記の流れで取組を推進する予定です。

推進協議会の設置・開催

ワーキンググループ会議の設置

各種研修の実施

作成した計画に基づく避難訓練の実施

ケース会議を通じ個別避難計画作成

福祉専門職による当事者力・地域力アセスメントの実施

訓練後、計画の検証を行い必要に応じて計画修正

市役所内の部局横断連携のための会議

この取組の協議・調整・検証を行う場として
設置

個別避難計画の作成方法等を検討する
ワーキンググループ会議(複数回開催)

福祉専門職を対象とする個別避難計画作成方法に関
する研修や当事者・地域住民を対象とした個別避難計
画への理解を深めるための研修を実施

当事者や地域の災害対応力の調査

当事者を含む関係者が集まり計画を作成

作成した計画に基づき避難訓練を実施

計画の作成プロセスや実効性を検証・修正

ゴール



防災と保健・福祉の連携促進モデル
（滋賀モデル）

～誰一人取り残さない防災の実現をめざして～

SHIGA × SDGｓ

滋賀県健康づくりキャラクター
「しがのハグ＆クミ」

滋賀県危機管理センターキャラクター
「ビワエン」
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滋賀県における今後の個別避難計画作成のための取組とも連携して
取組を推進します



市町毎に滋賀モデル推進協議会(仮称)を設置し取組を推進
（当該市町（防災担当・保健・福祉担当）、社協、民生委員、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、相談支援事業所等個別避難計画作成に関わる団体等の調整の場を設置）
高齢福祉分野・障害福祉分野・医療的ケア分野の３パターンからのアプローチにて実施
①市町職員(防災・保健・福祉担当)を対象とする研修会【県主催（R3.3.26開催済み）】
モデル事業を円滑に実施するための必要な知識等を習得
②市町域における滋賀モデル推進協議会(仮称)の設置・開催【市町】
取組地区・計画作成対象者のリスク区分の検討、取組方針等の調整検討
③保健・福祉専門職を対象とする防災力向上研修【市町（県）主催】
講義（災害リスクや防災の仕組みについての講義、実践事例講義等）
演習（個別避難計画作成実践、地域調整会議の模擬体験等）
④インクルージョン・マネージャー養成研修【県主催】
境界連結者（インクルージョン・マネージャー）の育成
⑤当事者・地域住民を対象とする個別避難計画理解研修【市町】
計画作成対象者や地域住民（自主防災組織等）を対象とする研修
⑥当事者力・地域力アセスメントの実施【保健・福祉専門職、当事者、自治会など】
個別避難計画作成支援キット等を活用し、当事者力アセスメント・地域力アセスメントの実施
⑦個別避難計画の作成【保健・福祉専門職、当事者、自治会など】
当事者、自主防災組織、関係機関、行政機関等による地域調整会議（ケース会議）の開催
エコマップの作成等をもとに、「マイ・タイムライン」と「地域タイムライン」を入れ込んだ個別避難計画を作成
⑧個別避難計画検証のための防災訓練【市町、保健・福祉専門職、当事者、自治会など】
作成した計画の実効性の確認。訓練終了後、計画の評価・検討・見直しを行う
○滋賀モデル構築検討のための会議（仮称）の設置・開催【県主催】
○滋賀県防災と保健・福祉の連携促進ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ【県主催】

滋賀モデルの目的と取組の概要滋賀モデルの目的
防災と保健・福祉の取組を切れ目なく連結させることにより、市町における個別避難計画作成を推進し、県内での災害発生時における避難行動要支援者の避難対策
の促進を図る。年齢・性別を問わず、多様な主体が参画し個別避難計画作成を行うことにより、計画作成に携わるすべての住民の災害時の避難への関心を高め、滋賀
県の地域特性に応じた誰ひとり取り残さない防災の実現を目指すことを目的とする。

個別避難計画作成キット
「自分でつくる安心防災帳」 「災害時対応ノート」
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滋賀モデルの取組概要
滋賀モデルとは、避難行動要支援者のうち、計画作成の優先度を判断し、福祉専門職等による計画策定を推進する「ハイリスク層」、本人や家族、地域等で計画策
定を推進する 「ミドルリスク層」 「ローリスク層」に区分し、それぞれの層の方々に対して地域の実情や特性に応じた個別避難計画作成の取り組みを進めるモデル。特に、
災害時に被害者になる可能性が高い「ハイリスク層」の個別避難計画作成の標準的な手順を中心に示すモデルである。

「マイタイムライン」と
「地域タイムライン」
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【当面の今後の日程】(予定)
・５月２４日(月) 第１回協議会、第１回WG会議開催(同日開催)
・６月９日(水) 保健・福祉専門職を対象とする防災力向上研修(高島市内開催)
・６月中下旬 第２回WG会議開催
・７月上旬 第２回協議会開催
・７月中 当事者・地域住民を対象とする個別避難計画理解研修
・８月中 福祉専門職による当事者力・地域力アセスメント実施
・９月中 地域調整会議(ケース会議)の開催・個別避難計画の作成
・１０月中 個別避難計画に基づく防災訓練の実施・結果の検証
・１１月中 第３回協議会の開催

協議会メンバーおよびWG会議メンバーが連携し、高島市における誰一人
取り残さない防災の実現を目指して取組を行いたいと考えております。
皆様にはいろいろとお世話になりますが、ご協力のほどよろしくお願いします。


